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第７回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 三田隆俊は、平成２９年１２月２５日、午後３時３０分、農業

委員を足利市役所に召集し、第７回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 三田照子   ３ 三田隆俊 

  ４ 藤生正浩   ５ 森山進平   ６ 遠藤茂太 

  ７ 河内義昭   ８ 星野雅彦  ９ 長谷川良光 

１０ 亀田幸雄 １１ 仙田光男 １２ 桐生さとみ 

１３ 清水 茂 １４ 赤坂安一 １５ 本島一喜 

 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

   局長 蜂須義久、次長 吉澤 勇、副主幹 足立 純、主査 糸井隆雄、主事 大賀 俊 

１ 書記は、次のとおりである。 

 主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

   (議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

報告いたします。ただいまの出席委員は１５名、全員であります。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専

決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第５号について 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地所有適格法人の承認申請について 

議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第５号 相続税納税猶予適格者証明願について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１５名で定足数に達して

おりますので、これより第７回 足利市農業委員会を開会いたします。 

【午後３時３３分 開会】 
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議長 

次長 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

報告事項について、次長より報告いたさせます。 

【事業概要報告】 

次長から報告がありましたが、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

ないようですので、それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

７番 河内義昭委員、１０番 亀田幸雄委員を指名いたします。 

ご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

主査。 

それでは、議案書の１ページをお開き下さい。 

報告させていただく前に、総括表に２カ所修正がございます。こちらの表の

うち、農地法第５条の届出の面積が１５，０９３．６７㎡となっておりますが、

正しくは１５，２１８．６７㎡となります。従いまして、合計のほうも表内は

は１６，６７９．６７㎡となっておりますが、正しくは１６，８０４．６７㎡

となります。修正をお願いいたします。申し訳ございません。 

それでは、農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決

処理について、ご報告させていただきます。総括表に基づきましてご報告いた

します。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が３件、筆数が３筆、面積が

１，５８６㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が２５件、筆数が３３筆、面

積が１５，２１８．６７㎡となっております。 

合計いたしまして、件数が２８件、筆数が３６筆、面積が１６，８０４．６

７㎡となっております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が２ページ、第５条の届出が３ペ

ージから８ページに記載されております。 

以上報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題と
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副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

それでは、議案書の９ページをお開き下さい。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたしま

す。 

１番、申請地は瑞穂野町地内の田、面積 １，１２０㎡ほか９筆です。 

譲受理由は、農業者年金の経営移譲年金を受給しているが、設定期間が満了

するため、再設定をして引き続き年金を受給したいで、譲受理由は、後継者と

して引き続き農業経営を行いたいというものです。 

契約内容は使用貸借権の設定です。20 年間です。ちなみに農業者年金の経

営移譲年金は、前回もお話しましたが、農業者が自分名義で所有するか、借り

入れして耕作等を行っている農地について、後継者か第三者に所有権を移転

するか、使用収益権を移転、設定または消滅させ、農業経営の経営主であるこ

とから引退することによって支給される年金でございます。 

申請者は既に１０年前、使用貸借権設定の許可を受けており、今回は再設定

の申請となりますので前回同様、農地法第３条の許可を受けて再設定したい

ということでございます。なお、譲受人と譲渡人は親子でございます。 

続きまして、議案書の３７ページをご覧下さい。１番の調査書となっており

ます。各項目とも、適正なものと判断されております。３８ページと３９ペー

ジに位置図、４０ページから４７ページに公図が載せてございますので、ご覧

いただきたいと思います。 

以上よろしく、ご審議をお願いいたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

２番 三田照子委員。 

はい、２番 三田です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

調査年月日は平成２９年１２月１４日、木曜日、午前９時から、調査班は森

山委員を班長といたしまして、小山委員、赤坂委員、藤生委員、そして私の５

名で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、経営移譲年金受給による再設定のため、３条許可申請であ

り、申請地の確認を行ったものであります。申請地は使用貸借権・設定の申請

であり、申請人の自作地の現地調査については、合計いたしまして１５筆あ

り、事前に事務局で確認し、適正に耕作及び管理がなされていることの報告を

受けましたので、省略させていただきました。 

また、申請地は自作地の近隣であり耕作をするのに利便性が良いことから、

周辺農地の農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した
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議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号はそのように決定いたしました。 

続いて、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１０ページをお開き下さい。 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明いたしま

す。 

１番、申請地は大月町地内の田、面積１，３９５㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル４００枚を６６８㎡に

設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け、太陽光発電設備を

設置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考と

しまして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－

２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の４８ページをご覧下さい。 

１番の調査書となっております。各項目とも適正なものと判断されており

ます。４９ぺージから５５ページに実情調査報告書が載せてございますので、

ご覧いただきたいと思います。 

なお、５４ページの事業計画書の中の右側の６ 他法令の状況の箇所をご

覧いただきたいと思います。１１月７日 三栗谷用水 農地転用許可申請を

行うため、意見書交付済みとありますが、これは記載の誤りでございまして、

この用水につきましては桐生委員が管理をされている、上村堰という用水組

合になりますので、日付はおとといでよろしかったでしょうか、失礼いたしま

した、日付は不詳でございます。上村堰用水組合に設置について協議済みとい

うことでございますので、記載の修正をお願いいたします。大変失礼いたしま

した。 

議案書の１０ページにお戻り下さい。 

続きまして２番、申請地は寺岡町地内の畑、面積 １，２４８㎡ほか１筆、

計１，７００㎡です。 

申請理由は、太陽光発電をするため申請地を譲り受け、太陽光発電設備を増

設したいで、施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２８０枚を

１，０００㎡に設置するものでございます。 

契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考としまして、都
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議長 

 

 

４番 

 

 

 

 

 

 

 

市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２－２、他に

代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の５６ページをご覧下さい。２番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。５７ページから

６２ページに実情調査報告書が載せてございますので、ご覧いただきたいと

思います。 

１０ページにお戻りください。 

続きまして３番、申請地は新宿町地内の畑、面積 ６５㎡ほか２筆、計３６

４㎡です。 

施設の概要は、一般住宅一棟、延べ床面積９１．９１㎡です。 

申請理由は、現在市内の借家に住んでいるが手狭なため、申請地を譲り受

け、住宅を建築したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農

地、備考としまして都市計画法３４－１１、基準を満たす道路に接する住宅、

農地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

続きまして、議案書の６３ページをご覧下さい。 

３番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。次ページに位置図と公図が載せてございます。 

議案書の１１ページをお開きください。 

続きまして４番、申請地は上渋垂町地内の田、面積 ３３０㎡です。 

施設の概要は、一般住宅一棟、延べ床面積１３３．４６㎡です。 

申請理由は、現在市外の実家に住んでいるが手狭なため、申請地を譲り受け

住宅を建築したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、

備考としまして都市計画法３４－１１、基準を満たす道路に接する住宅、農地

法施行令１０－２、農業の振興に資する施設、住宅です。 

続きまして、議案書の６５ページをご覧下さい。４番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位置

図と公図が載せてございます。 

以上よろしくご審議をお願いします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

４番 藤生委員。 

４番 藤生です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の４９ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日および調査班は３条許可申請と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 
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議長 

 

９番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請代理人の出

席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が太陽光発電設備用地として利用したいというものです。 

転用面積については、出力１１４キロワットの発電設備を設置しようと計

画し、申請地に発電パネル枚数４００枚が設置できる、１，３９５㎡の面積が

必要とのことでした。 

土地の選定理由としましては、周辺に障害物がなく日当たりが良いなどの

条件の土地を数ヵ所検討し、条件を満たしている適地が申請地とのことでし

た。 

申請地東側と西側は水路および公道、南側は田、北側は畑となります。発電

パネルの設置は、造成を行わず整地のみで行い、周囲は安全対策としてフェン

スを設置する予定です。 

雨水対策は敷地内自然浸透とし、除草対策として年に数回、除草作業を行う

とのことです。また、水路の管理についても地元と協力し行うことを確認して

いることから、周辺農地等への影響はないものと思われます。 

また、事業費は、全て自己資金で賄われることを確認いたしました。 

結論として、申請地は、大月町北部の第２種農地であり、申請人の実情から、

転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしているこ

とから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

長谷川委員。 

９番 長谷川です。 

どう判断したらいいかわかりませんが、こちらの事業費は工事費が８００

万以下ですが、次の案件を見てみますと、パネル数が少ないのに１６００万と

いうことで、金額の差がこれほどまでにメーカーや工事会社によって、３分の

１になってしまっていて、これが現状であるのかどうか、また、素人目にみた

ときに、この工事費の信憑性というのがどうなのかと思われてしまうのです

が。提出されている見積書等が適正であろうと思うのですが、この金額の差と

いうものをどうとらえたらいいのか、伺いたい。 

はい、副主幹。 

確かに、５４ページの事業計画書の中の資金計画を見ると、約９６０万。６

０ページの資金計画は合計で約２４００万ということで、長谷川委員ご指摘

のとおりでございまして、面積等も若干違いますので単純比較はできないで

すが、太陽光の場合、工事費にかなりの差があるなということは事務局でも感

じているところです。 

ただ、パネルの単価も数年前のものと最新のものでは値段も相応に開きが

ございますし、様々な理由があると伺っていますが、定かな理由は事務局も把

握しかねているところでございます。 
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今回の場合、会社本人がやるということで双方とも差し支えないのですけ

れども、転用する場合、農家自らがやるときの価格に関して、情報を持ってお

く必要があるのかなと感じましたので、よろしくお願いいたします。 

ご意見として、承わらせていただきます。 

会社も違えば、パネルのメーカーも違うので差はありますが、今後、申請の

時はよく職員に聞き取りをしてもらうようにします。 

ほかになにかありますか。なければ、本件を許可することにご異議ございま

せんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて、２番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１４番 赤坂委員。 

１４番 赤坂です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の５７ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日および調査班は３条許可申請と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請代理人の出

席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が太陽光発電設備用地として利用したいというものです。 

転用面積については、出力８２．６キロワットの発電設備を設置しようと計

画し、申請地に発電パネル枚数２８０枚が設置できる、１，７００㎡の面積が

必要とのことでした。 

土地の選定理由としましては、周辺に障害物がなく日当たりが良いなどの

条件の土地を数ヵ所検討し、条件を満たしている適地が申請地とのことでし

た。 

申請地東側は畑、西側は宅地および畑、南側は田、北側は畑となります。 

発電パネルの設置は、造成を行わず整地のみで行い、周囲は安全対策として

フェンスを設置する予定です。 

雨水対策は敷地内自然浸透とし、除草対策として年に年３回程度、除草作業

を行うとのことから、周辺農地等への影響はないものと思われます。 

また、事業費は、自己資金および融資で賄われることを確認いたしました。 

結論として、申請地は、寺岡町南部の第２種農地であり、申請人の実情から、

転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしているこ

とから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 
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以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ２番はそのように決定いたしました。 

続いて、３番及び４番を上程いたします。 

本件について意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ３番及び４番はそのように決定いたしまし

た。 

続いて、議案第３号 農地所有適格法人の承認申請についてを議題といたし

ます。 

事務局の説明を求めます。 

それでは、議案書の１２ページをお開きください。 

議案第３号農地所有適格法人の承認申請について、ご説明いたします。 

１３ページをご覧ください。申請人の法人登記簿となっています。申請人は

市内に本店を有する農業の経営を主な目的とする資本金３００万円の株式会

社で、今回利用権設定をするのに伴い農地所有適格法人の承認申請が出され、

１２月１４日に開催された運営委員会において申請人からの実情調査を行

い、必要な条件を満たしており、適格であるとの判断をいただいております。

議案書の６７ページをご覧ください。運営委員会の資料が載せてございます。 

６８ページから７１ページからに定款、７２ページと７３ページに農業経

営改善計画認定申請書、７４ページに農業経営改善計画認定書の写し、７５ペ

ージに今回利用権設定する農地の位置図、７６ページから８０ページに地積

集積図、８１ページから８６ページに利用権設定申出書が載せてありますの

でご覧ください。 

以上よろしくご審議をお願いします。 

本件は運営委員会が調査しておりますので、報告を求めます。 

森山運営委員長。 

５番 運営委員長の森山です。 

農地所有適格法人について、運営委員会の実情調査結果を報告いたします。 

今回は、利用権設定の申出に伴い、別添の申請資料に基づきまして、申請人

出席のもと実情調査を行いました。 

調査年月日は、平成２９年１２月１４日木曜日、午後１時３０分から、運営

委員５名で調査を行いました。 

申請内容、申請理由については、事務局から説明がありましたので省略いた
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します。 

今回の実情調査で、申請人は市内でネギ栽培を中心とした農業経営を行っ

ているが、法人化による経営の近代化、後継者の募集・育成を行うため株式会

社を設立し、また認定農業者の認証を受けたので、農地所有適格法人として承

認されたいとのことでした。 

今回小曽根町ほかで１１筆、合計約１０．２ｈａを借り受け、ネギを中心に

作付けをするとのことです。ネギは連作が効かないためキャベツの栽培も検

討している、従業員を募集しているが思うように集まらないなどの話を聞く

ことができました。 

また、すでに法人化の手続きを終了しており、農地所有適格化法人の要件も

すべて満たしていること、また同社の営農への強い意欲があることを確認い

たしました。 

結果として、運営委員会といたしまして、同社を農地所有適格法人として承

認したいと考えております。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のありました本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、農地所有適格法人として承認することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号はそのように承認いたしました。 

続いて、議案第４号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

それでは、議案書の１４ページをお開き下さい。 

議案第４号、農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。平成

２９年１２月２８日公告分であります。 

議案書の１５ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定が、６０件で面積１５１，７９１．８４㎡です。続きまして所有権移転で

すが、今回は０件です。 

なお、詳細については、１６ページから３２ページに記載されております。

また、３番から８番の借受人については先ほど承認された農地所有適格法人

の案件となっております。また、９番及び１０番については一般法人の案件

となっております。 

審議の後、承認をいただきましたら、いずれも１２月２８日付で公告の手続

きを行います。  

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に貸借権設定の１番及び２番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により４番 藤生委員、

６番 遠藤委員の退席を求めます。 
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【午後４時１４分  退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第４号 貸借権設定の１番及び２番はそのように決

定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、藤生委員、遠藤委員の出席を

求めます。 

【午後４時１５分  出席】 

続いて、３番から６０番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、貸借権設定の３番から６０番はそのように決定いたしま

した。 

続いて、議案第５号 相続税納税猶予適格者証明願についてを議題といたし

ます。 

事務局の説明を求めます。 

それでは議案書の３３ページをお開きください。 

議案第５号 相続税納税猶予適格者証明願についてご説明いたします。 

これは相続税の納税の猶予の申し出に添付する証明を交付するものです。 

１番、特例適用農地の所在地は、常見町地内の農地、地目は畑、面積１，８

０１㎡ほか１筆、計２，８７１㎡です。相続人は被相続人の子であります。相

続開始は平成２９年５月３１日です。現地が農地であることは１２月１３日

に清水委員と事務局で確認しております。 

以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は適格者証明を交付することに、ご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第５号は、そのように決定いたしました。 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

続いて、報告事項 農地法第５条の規定による届出受理の取消願について事

務局の報告を求めます。 

議案書の３４ページをお開き下さい。 

報告事項、農地法第５条の規定による届出受理の取消願について、ご説明い

たします。 
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１番、申請地は朝倉町三丁目地内の畑、面積 ２８３㎡、施設の概要は一般

住宅兼事務所、受理の日付は平成２９年４月１４日、取消理由は、譲受人を個

人から法人へと変更するためでございます。、取消の日付は平成２９年１１月

２２日でございます。 

ちなみに、同日に譲受人が法人として５条の届出が出ておりますので、ご報

告をいたします。 

以上でございます。 

ただいま事務局より報告のあった本件について、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは、ご了承願います。 

なお、議案末尾に事前協議申請の処理経過及び農地法第１８条第６項の規

定による通知について載せておきましたので、ご承知おきください。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第７回足利市農業委員会を閉会いたします。 

【午後４時２０分  閉会】 

 

 

 

 

この会議のてん末は、書記 本田未央子の記載したものであるが、その内容の相違ない

ことを証するためここに署名する。 
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